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大口町健康推進活動交付金交付要綱 

 

大口町健康推進員推進活動費助成金交付要綱（平成７年大口町告示第１７号）の

全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域の保健事業の活動強化と充実を図るための交付金交付に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（交付の条件） 

第２条 交付金は、大口町健康推進員設置要綱（平成７年大口町告示第１６号）第

７条に規定する代表健康推進員（以下「代表推進員」という。）に対し、地域の

健康推進活動に関する経費について交付するものとする。 

（交付の額） 

第３条 交付金は、当該年度の４月１日現在の寮世帯を除く住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）に規定する住民基本台帳に記録されている行政区の世帯数

に１００円を乗じた額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付金の総額が４万円に満たない地区の交付金は、

４万円とする。また、交付金の総額が１０万円を超える地区の交付金は、１０万

円とする。 

（交付の決定等） 

第４条 代表推進員は、当該年度４月末日までに、健康推進活動交付金交付申請書

（様式第１。以下「申請書」という。）に必要事項を記入して、町長に申請しな

ければならない。 

２ 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、当該年度５月末日までに

交付金の額を決定し、健康推進活動交付金交付決定通知書（様式第２）により代

表推進員に通知するものとする。 

３ 交付決定の通知を受けた代表推進委員は、健康推進活動交付金請求書（様式第

３）を町長に提出するものとする。 

４ 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めた
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ときは速やかに、概算払いにより交付金を支払うものとする。 

（責務） 

第５条 代表推進員は、交付金交付の目的に従い適正、かつ、効率的にこれを運用

しなければならない。 

（書類等の整備） 

第６条 代表推進員は、交付金の受入れ及びその使途を明らかにし、帳簿、書類等

を備えておかなければならない。 

（実績報告） 

第７条 代表推進員は、健康推進活動事業を完了したときは、当該年度の３月３１

日までに健康推進活動交付金実績報告書（様式第４。以下「実績報告書」という。）

を町長に提出しなければならない。 

（交付金の確定通知） 

第８条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、健康推進活動交付金確定通知書（様式第５。以下「確

定通知書」という。）により当該代表推進員に通知するものとする。 

（交付金の精算） 

第９条 代表推進員は、確定通知書を受けたときは、町長に対し健康推進活動交付

金精算書（様式第６）を提出し、速やかに精算するものとする。 

（交付金の交付決定取消又は返還） 

第１０条 町長は、代表推進員に次の各号のいずれかに該当する行為があった場合

は、健康推進活動交付金交付決定の取消・交付金返還通知書（様式第７）により、

交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還さ

せることができる。 

(1) この要綱により提出する書類に虚偽の事項を記載し、又は交付金の交付に関

し不正の行為があった場合 

(2) 町長の指示に従わず、報告、検査等を拒んだ場合 

（その他必要事項） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町
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長が別に定める。 

附 則 （平成１０年１月３０日告示第８号） 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２１年６月１９日告示第１２１号） 

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の大口町健康推進活動交付金交付要綱

の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 （平成２３年３月２９日告示第２８号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月２６日 大口町告示第８９号） 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２７日 大口町告示第４４号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日 大口町告示第５３号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年１２月２４日 大口町告示第１３１号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 
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様式第１（第４条関係） 

年  月  日 

 

 大口町長     様 

 

地区代表健康推進員          

 

健康推進活動交付金交付申請書 

 

大口町健康推進活動金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり交付金の交付

を申請します。 

記 

  交付申請額    金          円 

           （内訳：１００円×   世帯） 

           ※世帯数は、申請年度の４月１日現在で、住民基本台帳に記録され

ている世帯数。（寮世帯を除く） 
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様式第２（第４条関係） 

第   号 

年  月  日 

   地区代表健康推進員 

             様 

 

             大 口 町 長        印 

 

健康推進活動交付金交付決定通知書 

 

    年度健康推進活動に関する経費に対して、次のとおり交付金を交付するこ

とに決定したので通知します。 

  

 

記 

 

交付決定額    金         円 
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様式第３（第４条関係） 

年  月  日 

 

 大口町長     様 

 

地区代表健康推進員          

 

健康推進活動交付金請求書 

 

     年 月 日付  第  号で決定した額について、大口町健康推進活動

金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり交付金を請求します。なお、交付金

については、下記の振込先に振込いただきますようお願いします。 

記 

１ 請求額       金          円 

 

 

２ 振込先  

金融機関名  
銀 行  

信用金庫  
農 協  

本 店  
支 店  
出張所  

預金種別  普通・当座  

口座番号  
  

フリガナ    

口座名義人  
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様式第４（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 大 口 町 長 様               

                  地区 

                 代表健康推進員氏名           

 

健康推進活動交付金実績報告書 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定のあった健康推進活動交付

金に係る事業が完了したので下記のとおり報告します。 

 

                記 

 

 １ 実績額   金        円 

 

 ２ 添付書類 

 （１） 健康推進活動事業報告書（別紙１） 

 （２） 健康推進活動収支決算書（別紙２） 
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別紙１ 

 

健康推進活動事業報告書（     地区） 

 

１ 事業概要 

 

 実施日 実 施 内 容 参加者等  

   

 

 

２ その他 
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別紙２ 

 

健康推進活動収支決算書（     地区） 

１ 収 入 

 

 
区  分 

金  額 
説     明 

 

   

合   計   

 

２ 支 出 

 

 区  分 金  額 説     明  
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様式第５（第８条関係) 

第     号 

年  月  日 

地区代表健康推進員 

          様 

 

大口町長        □印 

 

健康推進活動交付金確定通知書 

 

     年  月  日付けで報告がありました交付金事業について、次のとお

り交付金の額を確定したので通知します。 

 

                 記 

 

交付確定額   金           円 
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様式第６（第９条関係) 

健康推進活動交付金精算書 

 

年  月  日 

 

大口町長        様 

 

地区代表健康推進員          

 

     年  月  日付け  第   号で健康推進活動交付金の確定通知を

受けましたが、下記のとおり精算します。 

 

               記 

 

 

 

当初交付決定額（Ａ） 金        円 

交付確定額（Ｂ） 金        円 

精算額（Ａ）－（Ｂ） 金        円 
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様式第７（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

大口町長        □印 

 

健康推進活動交付金交付決定の取消・交付金返還通知書 

交付決定通知 

変更承認通知 

交付決定を取り消す（とともに、その返還を命ずる）ので通知します。 

ついては、交付済みの下記の金額を速やかに返還してください。 

 

記 

 

 １ 返還金額    金           円 

  

２ 取消理由 

 

   年  月  日付け第  号で        したことについては、 


